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農業委員会農業委員会農業委員会 ホームページを開設しました。
八街市ホームページ、「市役所各課案内」よりご覧いただけます。どうぞご利用ください。
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でゆとりある老後を…農業者年金農業者年金農業者年金
あなたの老後生活への備えは十分ですか？

農業者年金の特徴

農業に従事されている方は、広く加入できます。

○国民年金の第１号被保険者（保険料納付免除者を除く）で、

　年間６０日以上農業に従事する６０歳未満の方は、誰でも、

　加入できます。

自分が納めた保険料による積立方式で、少子高齢化時代に強い年金です。

○自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる「積立方式（確定

　拠出型）」の年金です。

○保険料の額は、月額２万円から６万７千円の間で千円単位で自由に決められ、農業経営の

　状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

終身年金で、８０歳までの保証付きです。

○年金は原則６５歳から生涯受け取ることができます。

○仮に８０歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から８０歳までに受け取れ

　るはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、「死亡一時金」としてご遺族

　に支払われます。

公的年金ならではの税制上の優遇措置があります。

○支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につなが

　ります。

○将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、６５歳以上の方は、公的年金

　等の合計額が 120 万円までは全額非課税となります。

農業の担い手には、保険料の国庫補助があります。

○認定農業者で青色申告をしている方や、その方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の

　方など、一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。

－農業者年金でしっかり積み立て、安心で豊かな老後生活を送ろう！－

◆◆加入等のご相談は八街市農業委員会または JAいんば八街支所へ◆◆

八街市農業委員会だより（2）



☆農業者年金Ｑ＆Ａ☆

国民年金の第１号被保険者で、年間６０日以上農業に従事している６０歳未満の方

であれば、自分名義の農地がなくても、どなたでも加入できます！

つまり、配偶者や後継者などの家族従事者や、農地を持たない畜産・施設園芸の方

も加入できます。

Ｑ　農地を持っていなくても、加入はできますか？

Ａ

６０歳までに保険料納付期間が２０年以上見込まれ、必要経費等控除後の農業所得

が９００万円以下であり、かつ、次の１～５のいずれかに該当する方は、基本とな

る保険料（２万円）のうち、国からの保険料補助があります！

※保険料の補助が受けられる期間は、

　①３５歳未満であれば、要件を満たしているすべての期間

　②３５歳以上であれば、１０年以内

　通算して最長２０年間（補助額は最高２１６万円）です。

Ｑ　保険料の国庫補助について詳しく教えてください。

Ａ

加入者全員が共通して受給できるのは、「農業

者老齢年金」です。

これは、納めた保険料とその運用益を基礎とす

る年金で、加入者全員が無条件に、原則６５歳

から受給できます。

保険料の国庫補助を受けた方は、「農業者老齢

年金」に加えて、「特例付加年金」を受給する

ことができます。

そのためには、農地等の経営継承をして農業経

営者でなくなることが必要ですが、経営継承の

時期についての年齢制限はありません。

「農業者老齢年金」については６５歳から受給し、「特例付加年金」については、

本人の体力などに応じて受給時期を決めることができます。

Ｑ　年金の受給はどのようになっているのですか？

Ａ

国
庫
補
助

自
分
が

支
払
っ
た

保
険
料

特
例

付
加
年
金

農
業
者

老
齢
年
金

経営継承

認定農業者で青色申告者

認定就農者で青色申告者

区分１または区分２の者と家族経営協定を締結し、経営に参画して
いる配偶者または後継者

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、３年以
内に両方を満たすことを約束した者

３５歳まで（２５歳未満の場合は１０年以内）に区分１の者となる
ことを約束した後継者

必　要　な　要　件区分

１

２

３

４

５

10 , 0 0 0 円（5割）

10 , 0 0 0 円（5割）

10 , 0 0 0 円（5割）

6 , 0 0 0 円（3割）

6 , 0 0 0 円（3割）

6 , 0 0 0 円（3割）

6 , 0 0 0 円（3割）

6 , 0 0 0 円（3割）

4 , 0 0 0 円（2割）

－

３５歳未満 ３５歳以上

八街市農業委員会だより （3）



　○毎週金曜日発行

　○購読料　1ヶ月　600 円

※お申し込みは、

　農業委員または農業委員会事務局へ

～農業・農政の情報誌～
全国農業新聞を購読しましょう

農地転用の規制が強化されています

農地の賃借料情報

◎原則として転用が認められない第１種農地の集団性基準が変更されています。

八街に、八街ほ、八街へ、木原、大木、朝日、富山、沖渡、大関

八街い、八街ろ、みどり台

八街は、文違、雁丸、榎戸、泉台

四木、滝台、山田台、沖

大谷流、小谷流、根古谷、岡田、用草、勢田、東吉田、吉倉、
砂、上砂、希望ヶ丘

地　域（大字名）

①

②

③

④

⑤

最高額

1 6 , 5 9 6 円

1 9 , 6 0 0 円

1 5 , 0 0 0 円

1 4 , 0 1 6 円

1 5 , 0 0 0 円

6 , 6 9 6 円

8 , 6 4 9 円

1 0 , 0 8 5 円

9 , 1 7 0 円

6 , 4 3 0 円

1 2 , 5 1 7 円

1 2 , 9 7 5 円

1 3 , 0 6 5 円

1 1 , 5 1 1 円

1 0 , 6 6 4 円

最低額 平均額

◆◇◆◇◆◇◆ ◆◇◆◇◆◇◆

〈改正前〉
概ね 20ha 以上の規模の一団の農
地は原則として転用は認めません。

農地

農地

農地

農地

※農振法の改正により農振農用地からの除外も厳しくなっています。
　（農振農用地は農振農用地からの除外をしなければ転用出来ません。）

※第３種農地とは、市街化の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地。

提供出来る賃借料情報がありません。

〈改正後〉
概ね 10ha 以上の規模の一団の農
地は原則として転用は認めません。

農地

農地

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～ ～～～～

◎転用が認められる第３種農地の条件が一部変更されています。

〈改正前〉

〈畑の場合〉

〈水田の場合〉

〈改正後〉

～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～

500m以内に公共・公益施設（学
校・病院等）があり、かつ、水管・
下水管又はガス管が埋設されて
いる道路（4m 以上）の沿線の区
域

500m以内に公共・公益施設（学
校・病院等）があり、かつ、水管・
下水管又はガス管が 2 種類以上
埋設されている道路（4m 以上）
の沿線の区域

これにより、転用可能な農地が減少したため、以前は転用が可能だった区域であっ
ても転用ができなくなる場合があります。

新たな農地制度により、農地転用の審査基準が厳しくなっています。

平成 21 年度中に締結された賃貸借における、１反歩（10a）当たりの貸借料水準は、以下のとお
りとなっておりますので参考にして下さい。

（4） 八街市農業委員会だより
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